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〇
育
児
休
業
は
、
労
働
者
の
雇
用
の
継
続
を
図
る
た
め
、
子
が
１
歳
に
達
す
る
ま
で
の
間
に
労
働
者
の
希
望

に
よ
り
取
得
で
き
る
も
の
（
育
児
・
介
護
休
業
法
）
。

〇
育
児
休
業
中
に
は
、
労
働
者
が
育
児
休
業
を
取
得
し
や
す
く
し
、
労
働
者
の
雇
用
の
継
続
を
援
助
・
促
進

す
る
た
め
、
育
児
休
業
給
付
が
支
給
さ
れ
る
（
雇
用
保
険
法
）

育
児
休
業
及
び
育
児
休
業
給
付
に
つ
い
て

基
本
的
枠
組
み

〇
雇
用
の
継
続
を
促
進
す
る
観
点
か
ら
、
基
本
的
な
枠
組
み
は
維
持
し
つ
つ
、
子
が
１
歳
に
達
し
た
以
降
も

な
お
休
業
が
必
要
な
特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
子
が
最
長
２
歳
に
達
す
る
ま
で
の
間
に
取
得
で
き
る
。

※
休
業
が
必
要
な
特
別
な
事
情
：
保
育
所
に
入
所
で
き
な
い
場
合
等

〇
延
長
し
た
期
間
に
も
、
育
児
休
業
給
付
が
支
給
さ
れ
る
。

さ
ら
な
る
休
業
が
必
要
な
場
合
の
措
置
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○
１
歳
６
ヶ
月
に
達
し
た
時
点
で
、
保
育
所
に
入
れ
な
い
等
の
場
合
に
再
度
申
請
す
る
こ
と
に
よ
り
、
育
児
休
業
期
間
を

「
最
長
２
歳
ま
で
」
延
長
で
き
る
。

○
上
記
に
合
わ
せ
、
育
児
休
業
給
付
の
支
給
期
間
を
延
長
す
る
。

保
育
所
に
入
れ
な
い
等
の
理
由
で
、
や
む
な
く
離
職
す
る
等
、
雇
用
継
続
に
支
障
が
出
る
事
態
を
防
ぐ
た
め
、
保
育
所
に

入
る
ま
で
は
育
児
休
業
を
取
得
出
来
る
よ
う
に
措
置
す
る
。

改
正
の
趣
旨

改
正
前
の
内
容
・
課
題

改
正
の
内
容
【
平
成
29
年
10
月
１
日
施
行
】

０
歳

１
歳
６
ヶ
月

１
歳

延
長
申
請

０
歳

１
歳
６
ヶ
月

年
度
末

２
歳

延
長
申
請

延
長
申
請

＜
課
題
＞

保
育
所
へ
の
入
所
が
一
般
的
に
年
度
初
め
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
の
期
間
に

つ
い
て
は
、
保
育
所
に
預
け
ら
れ
ず
、
か
つ
育
休
も
取
得
出
来
な
い
期
間
と
な
る
。

年
度
末

１
歳

○
育
児
休
業
期
間
は
、
原
則
と
し
て
子
が
１
歳
に
達
す
る
ま
で
、
保
育
所
に
入
れ
な
い
等
の
場
合
に
、
例
外
的
に
子
が

１
歳
６
か
月
に
達
す
る
ま
で
延
長
で
き
る
。

育
児
休
業
期
間
の
延
長
（
育
児
・
介
護
休
業
法
、
雇
用
保
険
法
関
係
）

※
１
歳
６
か
月
ま
で
の
延
長
は
平
成
16
年
育
児
・
介
護
休
業
法
等
改
正
で
措
置
。
平
成
17
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
。
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育
児
休
業
・
育
児
休
業
給
付
の
延
長
に
関
す
る
基
本
的
な
考
え
方

○
育
児
休
業
・
給
付
は
原
則
と
し
て
1歳
に
達
す
る
ま
で
取
得
・
受
給
す
る
こ
と
が
で
き
る

が
、
保
育
園
に
入
れ
な
い
場
合
な
ど
に
は
、
最
長
２
歳
に
達
す
る
ま
で
延
長
可
能
。

こ
の
延
長
措
置
は
、
職
場
に
復
帰
し
た
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
保
育
所
に
入
所
で
き
ず
、

不
本
意
な
離
職
に
繋
が
る
こ
と
を
防
止
す
る
趣
旨
で
講
じ
て
い
る
。

○
「
保
育
所
に
入
所
で
き
な
い
場
合
」
の
証
明
・
確
認
手
段
と
し
て
、
市
町
村
が
発
行
す
る

入
所
保
留
通
知
書
の
提
出
を
求
め
て
い
る
。
保
留
通
知
書
は
、
保
育
の
実
施
を
希
望
す
る

保
護
者
の
申
込
み
に
対
し
、
市
町
村
が
保
育
の
実
施
を
行
わ
な
い
場
合
に
交
付
さ
れ
る
。

当
該
申
請
が
適
正
に
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
育
児
休
業
給
付
の
受
給
要
件

を
満
た
す
か
否
か
に
つ
い
て
保
留
通
知
書
を
も
っ
て
判
断
し
て
い
る
。

○
保
留
通
知
書
は
給
付
の
受
給
要
件
を
満
た
す
か
否
か
の
確
認
を
行
う
上
で
必
要
で
あ
り
、

提
出
を
不
要
と
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
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